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◆在留期間1号→　5年　◆特定技能2号（介護）→永続的に更新
◆受入れ枠　制限なし　　　　　 　

・日本語能力試験N4・国際交流基金日本語基礎テスト合格
・各1号技能・技能測定試験合格
・介護日本語評価試験（介護のみ）合格

特定技能　　

※介護は常勤の介護職員の総数をこえないこと
※建設は日本人等の常勤職員の総数をこえないこと
※介護は常勤の介護職員の総数をこえないこと
※建設は日本人等の常勤職員の総数をこえないこと

即戦力となる外国人を受入れる制度　在留資格 「特定技能」

※入国後日本で
　『生活オリエンテーション』

面接応募

書類
申請 　入  国

オリエンテーションVISA
発給

採用
契約【現地またはweb】 ※採用後

　ミャンマーで
　『ガイダンス』

配属

ミャンマー人　　　　採用までの
流れ

・5年以内に出入国・労働法令違反がないこと
・外国人を支援する計画を適切に実施（母国語にてサポート）
・出入国在留管理庁への各種届出

・報酬、労働時間など適切な雇用契約を結ぶ
・5年以内に出入国・労働法令違反がないこと
・外国人が理解できる言語で支援ができる
・外国人への支援計画が適切　など

登録支援機関の義務と基準

受け入れ機関の義務と基準

ゴールデン
チャイコー

企 業 様
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　各機関の混雑状況等にもよりますが、
およそ2ヶ月～5ヶ月ほどかかります。
　留学生・技能実習２号修了者など日本
国内在住者、ミャンマー在住の技能実習
２号修了者・技能評価試験などの合格者
など諸条件により手続きに要する期間も
かわってきます。

手続きにかかる期間

介　護 ビルクリーニング

・身体介護等（利用者の
心身状況　に応じた入浴、
食事、排泄の介助等）　のほか、
これに付随する支援業務

・建物内部の清掃

分野

従事する
　業務

電気・電子
情報関連産業　等 建　設

・機械加工　・仕上げ　・溶接　　
・プリント配線板製造　・塗装
・電子機器組み立て　・めっき
・プラスチック成形　等

・型枠施工　・土工　・左官　　
・内装仕上げ/表装　・屋根ふき
・コンクリート圧送　・電気通信
・トンネル推進工　等

技能試験 ビルクリーニング分野特定技能1号 製造分野特定技能1号 建設分野特定技能1号介護技能

支援全て委託可能支援全て委託可能
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事前ガイダンス
○雇用契約後、労働条件・詳しい仕事内容
・補償金の徴収のないことなどや日本入国
までの詳細な手続きなど理解できるまで丁
寧に説明します。日本在住経験者が対面ま
たはテレビ電話などで分かりやすく説明し
ます。

出入国する際の送迎
事前ガイダンス

出入国する際の送迎
○入国・出国のときには空港や
勤務先または寮まで送迎・同行
します

義務的支援

message

support 
　system

ＮＥＸＴＰＡＧＥ

造船・舶用工業分野

従事する
　業務

飲食料品
製造業

自動車整備

・飲食料品製造業全般

（飲食料品（酒類は除く）

　製造・加工、安全衛生）

・耕種農業全般（栽培管理、
　農産物の集出荷・選別等）
・畜産農業全般（飼養管理、
　畜産物の集出荷・選別等）

・漁業（漁具の制作、漁労機械
　操作、水産動植物の採捕等）
・養殖業（養殖資材の制作等
　養殖水産動植物の育成管理等）

・空港グランドハンドリング
（地上走行支援業務、手荷物、
　　　　貨物取扱業務　等）
・航空機整備　等

・フロント、企画・広報、接客、

　レストランサービス等の

　宿泊サービスの提供

・自動車の日常点検整備

・定期点検整備

・分解整備

外食業

航　空 宿　泊

農　業 漁　業

・外食業全般

（飲食物調理、接客、

　　　　店舗管理）

分野

従事する
　業務

・溶接　・仕上げ　・塗装

・機械加工　・鉄工

・電気機器組み立て

技能試験

技能試験 農業技能 漁業技能 飲食料品製造業技能 外食業技能

航空分野技能 宿泊業分野技能造船・舶用工業分野特定技能1号 自動車整備特定技能

12分野
それぞれの合格者

　で相当程度の知識のある
　 人材（技能実習2号良好修了者）

　のみをご紹介

　安定した雇用で貴社の挑戦をサポート致します。
受入れ企業様の義務的支援はゴールデンチャイコー
へお任せください。私たちは外国人の人選・面接・
採用から研修・支援まで日本人スタッフまたは日本
在住・在勤経験のある現地ミャンマーのスタッフと
連携しており、様々な仕事の場面や生活に役立つ生
きた日本語の学習機会を提供いたします。優秀な人
材の長期雇用のためにスタッフ一同、迅速な相談支
援体制を整えております。お気軽にお問合せください。



義務的支援
生活オリエンテーション
○日本での生活に困らないように病気・
けが、家事、トラブルに巻き込まれた時
などの連絡方法ゴミ出し、自転車の乗り
方や交通ルール、母国への振り込み方法
などあいさつ

公的手続き等への同行
○必要に応じ住居地・社会保障　　　　　
・税などの手続きの同行。
書類作成の補助。

日本語学習のサポート
○提携先日本語学校でのWEB学
習または近隣の対面学習など

相談・苦情への対応
○職場や生活上の相談・苦情等
について、外国人が十分理解する
ことができる言語での対応。内容
に応じた必要な助言・指導等

定期的な面談やオンラインで仕事中や生活の中での相談事を母国語でアドバイス
企業様からのお困りごとなどを伺い解決に向け通訳等話し合いの機会を設けます。
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商　　　　号 　　　　　　　　合同会社 ゴールデンチャイコー
設　　　　立 　　　　　　　　2015年8月
本　所 　在　地 　　　　　　　　〒171-0051 東京都豊島区長崎4-46-8
連 　絡 　先 　　　　　　　　Tel：03-6909-3992
メールアドレス　　 　　　　　info@golden-kyaikkaw.com
ホームページ 　　　　　　　 　http://golden-kyaikkaw.com
資 　本 　金 　　　　　　　　　1000万円
代表者／代表社員　　　　　 　山下 正夫
従 業 員 数　　　　 　　　　　2人
サポートスタッフ　　　　　　　　10人

会　社　概　要

2012年　個人事業主として　協力会社とミャンマーへの中古車輸出をはじめる
2015年　合同会社　ゴールデンチャイコー設立
　　　　　古物商許可証　取得
　　　　　乗用車・トラック・トラクター・部品等の輸出
2019年　有料職業紹介事業許可証の取得
　　　　　特定技能登録支援機関の認定を受ける
2021年　ホームページ作成・ネットショップ開設

法人番号　9013303002934
第305511507719号
有料職業人材紹介事業許可証　13-ユ-311069
登録支援機関登録　19登東労三-000403

おもな許可登録等
古物商許可証

沿革

住居確保・生活に必要な契約支援
○転入届・水道・電気などライフ
ラインの開通・携帯電話の契約・
銀行の口座開設など契約や書類
作成など手続のサポート

転職支援（人員整理等の場合）
○受け入れ先の都合により雇用
契約を解雇する場合の転職先を
探す手伝いや、履歴書の作成な
どに加え、求職活動を行うため
の有給休暇の付与
や必要な行政手続
きの情報の提供

Let'
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